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（記入例１）収入のあった方

（記入例２）収入のなかった方
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納税者本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合
（「医療費控除の明細書」又は「医療費通知」が必要 ※令和３年度より領収書不可。P.6「住民税の申告に必

要なもの」参照）
※通常の医療費控除と医療費控除の特例（セルフメディケーション）のいずれか一方が適用されます。

特例を選択する場合には「特例」欄のチェックボックスにチェックレしてください。

《必須項目》　表面右上の太枠の中に、現在の住所・氏名・個人番号（マイナンバー）・電話番号等を必ずご記入ください。

「１ 収入金額・必要経費」欄（表面）

会社などにお勤めの方（パート、アルバイト、日雇いを含む）が支払いを受ける給与・賃金・賞与な
どによる収入　※源泉徴収票の支払金額を記入してください。源泉徴収票をお持ちでない場合は、裏
面７「給与明細書」もご記入ください。

　下表及びP.3の記入例を参考に、令和４年中の収入金額・必要経費など必要事項をご記入ください。

「２ 収入のなかった方」欄（表面）・「５ 収入のなかった方の記載欄」（裏面）

　令和４年中に収入のなかった方は、申告書表面「２ 収入のなかった方」欄のチェックボックスにチェックレしたうえで、申告書

裏面「５ 収入のなかった方の記載欄」に該当事項をご記入ください。

　また、該当する場合には、申告書表面の「配偶者」・「扶養親族」・「本人に関する控除」欄もご記入ください。

「９ 配当所得の記載欄」・「10　株式譲渡（上場分・一般分）、先物取引所得の記載欄」（裏面）

　株式等に係る配当所得・譲渡所得、先物取引所得を申告する場合は、９・10をご記入ください。上場株式等に係る配当所得につ

いては、「総合課税」か「分離課税」のいずれかを選択してください。

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得について、確定申告と異なる課税方式を選択する場合

　上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得は、通常確定申告書において選択した課税方式が住民税においても適用されますが、納税

通知書が送達される日までに住民税申告書を提出することにより、確定申告と異なる課税方式を選択することができます。その場合、

配当所得は「申告不要」「総合課税」「分離課税」から、譲渡所得は「申告不要」「分離課税」から選択することができます。

確定申告と異なる課税方式の選択のみを申告する方は、９・10と表面右上の太枠内のみご記入ください（確定申告書に記載され

たほかの収入・控除等の記入は必要ありません）。申告する際には、収入金額及び源泉徴収税額を証明する資料（コピー可）を添付

してください。

※納税通知書送達後に上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得に関し、確定申告書及び住民税申告書が提出された場合には、上場株

式等に係る配当所得及び譲渡所得を住民税の税額算定に算入できません。

※「総合課税」「分離課税」を選択した場合には、合計所得に算入されるため、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の保険

料や自己負担割合に影響する場合があります。

確定申告の際、住民税において「全部申告不要」の選択ができますが、令和４年分の確定申告までとなりました。

　確定申告した（する）令和４年中の株式等に係る配当所得・譲渡所得について、所得税15.315％（復興特別所得税分含む）及び住民

税５％が特別徴収（源泉徴収）された特定配当額及び譲渡所得金額のみであり、その全てを住民税で申告不要とする場合は、確定申告

書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に○を記入してください。このように確定申告することで住民

税申告書の提出は不要です。ただし、住民税において配当所得及び譲渡所得のうち一部でも申告すべきものがある場合は、当該欄に

○は記入しないでください。

※当該欄に○を記入した場合は、配当割額及び株式等譲渡所得割額は記入しないでください。

※当該欄に○を記入した確定申告後、改めて課税方式を変更する場合は、納税通知書の送達までに住民税申告書を提出してください。

「７ 給与明細書」欄（裏面）

　給与収入はあるが源泉徴収票がない場合、勤務先ごと、月ごとの収入金額をご記入ください。

「８ 雑・営業等・不動産所得の計算書」欄（裏面）

　収入及び必要経費の内訳をご記入ください。

※ その他の記入方法については、課税課までお問い合わせください。（P.6「問い合わせ先」参照）

給与収入

国民年金、厚生年金などによる収入　※遺族年金、障害年金、福祉年金は課税の対象にはなりません。雑収入（公的年金等）

原稿料、印税、講演料又は食料品の配達などの副収入による収入

原稿用紙、調査研究費など（詳細については申告書裏面８にご記入ください。）

雑収入（業務）

家賃・地代などの不動産の貸付による収入（事業所得または譲渡所得に該当するものは除く）不動産収入

小売業、卸売業、製造業、サービス業、自由職業(医師・作家・弁護士・保険外交員など)、畜産業、漁
業などによる収入

営業等収入

所得計算方法 P.7表１「給与所得の計算式」により計算されます。

所得計算方法 P.7表２「公的年金等雑所得の計算式」により計算されます。

必要経費 修繕費、減価償却費、固定資産税など（詳細については、申告書裏面８にご記入ください。）

株式会社などの法人から受ける利益の配当・剰余金の分配などによる収入配当収入

必要経費 株式などを取得するための借入金の利子（詳細については、申告書裏面９にご記入ください。）

土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことによる収入譲渡収入

競馬・競輪の払戻金、クイズの当選金、生命保険の満期受取金など一時的な収入一時収入

公社債、預貯金の利子などによる収入利子収入

米、野菜などの栽培や生産、または農家が兼営する家畜などの育成、肥育、採卵や酪農品の生産など
の事業から生ずる収入

農業収入

必要経費 資産の取得費、譲渡にかかった費用など（詳細については、申告書裏面10・11にご記入ください。）

必要経費 収入を得るためにかかった費用など

必要経費 種苗代、肥料代、防虫費、飼料費、雇人費など

必要経費

生命保険の私的年金など他に属さない収入

私的年金に対する掛金など（私的年金等掛金は明細書添付、なければ申告書裏面８にご記入ください。）

雑収入（その他）

必要経費

必要経費
商品の原価、租税公課、地代・家賃、減価償却費、事業専従者の給与など、総収入金額を得るために
直接要した費用　※家内労働者等は、給与所得控除と合わせて55万円の必要経費が認められます。

（詳細については、申告書裏面８にご記入ください。）

「３　所得から差し引かれる金額」欄（表面）

災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出をした場合
（被害の証明書、損失額の明細書原本が必要）

納税者本人と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者。該当する場合は配偶者欄に必要
事項をご記入ください。なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除
の適用はできませんが、配偶者が障害者に該当する場合は障害者控除のみ適用ができます。

下表及びP.3の記入例を参考に、令和４年中の各種控除に関する支払金額など必要事項をご記入ください。
（お手元の控としてご利用ください。）

「４ 寄附金に関する事項」欄

　令和４年中に下記⑴～⑷のいずれかに寄附をした場合、寄附金税額控除の適用を受けることができます。
（受領証原本が必要。ただし、ふるさと納税の場合は寄附金控除に関する証明書でも可。）
⑴都道府県・区市町村に対する寄附金〔ふるさと納税（特例控除対象）、災害義援金〕
⑵住所地の共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金、都道府県・区市町村に対する寄附金（特例控除対象以外）
⑶東京都が条例で指定する団体に対する寄附金
⑷世田谷区が条例で指定する団体に対する寄附金

※詳しくは世田谷区ホームページ https://www.city.setagaya.lg.jp/ をご覧ください。

※確定申告や住民税申告をされる方は、寄附金税額控除に係る申告特例申請（ワンストップ特例申請）が適用されませんので、改め
て寄附金税額控除も申告してください。

雑損控除

医療費控除

一般生命保険料、個人年金保険料や介護医療保険料を支払った場合
（証明書原本が必要。ただし、旧契約（P.7表４参照）の一般生命保険料の金額が９千円以下の場合は不要）

生命保険料控除

小規模企業共済や確定拠出年金、心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合（証明書原本が必要）小規模企業共済等掛金控除
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次のいずれか多い方の金額　　①（損害額－保険金等による補てん額）－総所得金額等の1 ／ 10
　　　　　　　　　　　　　　②災害関連支出の金額－５万円

（支払った医療費－保険金等による補てん額）－｛所得金額合計の５％（10万円を限度）｝限度額200万円

特　例
（支払った特定一般用医薬品等の購入費－保険金等による補てん額）－12,000円
限度額88,000円　※詳細は、添付書類台紙裏面を参照してください。

P.7表３・４「「新契約」・「旧契約」に係る生命保険料控除の計算式」により計算した額

地震保険契約や、旧長期損害保険契約の保険料を支払った場合（控除証明書原本が必要）地震保険料控除

P.7表５「地震保険料控除の計算式」により計算した額

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合配偶者控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超
133万円以下の場合

配偶者特別控除

同一生計配偶者

寡婦（配偶者と死別・離別された後婚姻されていない方、配偶者の生死が不明な方）やひとり親（婚
姻歴にかかわらずひとり親で生計を一にする子がいる方）に該当する場合
※P.8表8「寡婦控除・ひとり親控除の判定要件」を確認のうえ、寡婦またはひとり親いずれか１つを選択してください。

寡婦26万円【ひとり親30万円】

寡婦控除
ひとり親控除

納税者本人または扶養する親族（16歳未満、同一生計配偶者を含む）が障害者である場合
※「特別・その他」の種別を選択してください。また、手帳等の種類を選択し、その等級（度）をご記入ください。

　・特別障害者…身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１・２度、精神障害者保健福祉手帳１級などの方

　・手帳等の種類…「身」：身体障害者手帳、「精」：精神保健福祉手帳、「知」：愛の手帳、「他」：左記以外

※障害者手帳をお持ちでない方も、障害者控除対象者認定書の交付を受けていれば対象になります。

（認定書原本が必要）

　（対象者の方が世田谷区にお住まいの場合は、各総合支所保健福祉課にお問い合わせください。）

障害者控除

納税者本人が学生などで給与所得等があり、合計所得金額75万円以下で、そのうち勤労によらない所
得金額（不動産所得など）が10万円以下の場合
（大学等学校教育法に規定する学校は在学証明書原本または学生証のコピーが必要。専修学校または各種学校等は

在学証明書原本が必要）

※配偶者控除・配偶者特別控除・同一生計配偶者・扶養親族は、同じ人について2人以上の方が重複して申告することはできません。

勤労学生控除

納税者本人と生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下の方。扶養親族が16歳以上の場合、
控除対象となります。16歳未満（年少扶養）の場合、控除対象外ですが、住民税の非課税判定や児童
関連手当の資格審査等に必要となるため、必要事項をご記入のうえ「年少（チェック）」にチェックレ

してください。
（扶養親族が国外在住の場合、①親族関係書類、②送金確認書類、③左記が外国語で作成されている場合のみ①②の

翻訳文が必要。ただし、扶養親族が16歳未満の場合、非課税判定に影響がなければ①～③は不要）

扶養親族
（配偶者以外）

合計所得金額に応じて求められる控除基礎控除

P.7表６「配偶者控除・扶養控除」の控除額

26万円【特別障害者30万円、同居特別障害者（特別障害者に該当する方と同居している場合）53万円】

26万円

P.8表９「基礎控除」の控除額

P.8表７「配偶者特別控除」の控除額

控除額 P.7表６「配偶者控除・扶養控除」の控除額

支払った保険料などの全額

支払った掛金などの全額

国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、雇用保険料などの社会保険料を支払った場合
（国民年金保険料は支払額の証明書原本が必要）

社会保険料控除

申告書の記入方法 申告書（控）

住所

（表面）

（裏面）

氏名

控
『受付証』が必要な方

　『受付証』に住所・氏名を

ご記入のうえ、切り取って

申告書と一緒に提出してく

ださい。

　郵送で申告書を提出され

る方は『受付証』と返信用

封筒（切手を貼付しご本人

の宛先・宛名を記入したも

の）を同封してください。

これらが同封されている場

合には受付印を押印した『受

付証』をご返送します。

受 付

切 り 取 り 線

令和５年度特別区民税・都民税申告書受付証

世田谷区役所　課税課

住所

氏名 様

〒154－8554 世田谷区世田谷4－21－27

　　　　 第２庁舎１階 １番窓口

世田谷区 寄附金控除


